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遺族厚生年金

旧単価 新単価

1,676円 1,604円
総報酬
制前

総報酬
制前

総報酬
制後

～大正15年4月1日 579,700円

大正15年4月2日～昭和 2年4月1日 21年 20年 15年 25年 1.000 222,400円 1.875 3,143円 3,008円 10.00 9.500 7.308 222,400 579,700円

昭和 2年4月2日～昭和 3年4月1日 22年 〃 〃 26年 0.973 216,400円 1.817 3,045円 2,914円 9.86 9.367 7.205 〃 550,000円

昭和 3年4月2日～昭和 4年4月1日 23年 〃 〃 27年 0.947 210,600円 1.761 2,951円 2,825円 9.72 9.234 7.103 〃 522,500円

昭和 4年4月2日～昭和 5年4月1日 24年 〃 〃 28年 0.920 204,600円 1.707 2,861円 2,738円 9.58 9.101 7.001 〃 496,900円

昭和 5年4月2日～昭和 6年4月1日 25年 〃 〃 29年 0.893 198,600円 1.654 2,772円 2,653円 9.44 8.968 6.898 〃 473,100円

昭和 6年4月2日～昭和 7年4月1日 〃 〃 〃 30年 0.867 192,800円 1.603 2,687円 2,571円 9.31 8.845 6.804 〃 450,900円

昭和 7年4月2日～昭和 8年4月1日 〃 〃 〃 31年 0.840 186,800円 1.553 2,603円 2,491円 9.17 8.712 6.702 〃 430,100円

昭和 8年4月2日～昭和 9年4月1日 〃 〃 〃 32年 0.813 180,800円 1.505 2,522円 2,414円 9.04 8.588 6.606 〃 410,700円

昭和 9年4月2日～昭和10年4月1日 〃 〃 〃 33年 0.787 175,000円 1.458 2,444円 2,339円 8.91 8.465 6.512 255,200 392,400円

昭和10年4月2日～昭和11年4月1日 〃 〃 〃 34年 0.760 169,000円 1.413 2,368円 2,266円 8.79 8.351 6.424 〃 375,100円

昭和11年4月2日～昭和12年4月1日 〃 〃 〃 35年 0.733 163,000円 1.369 2,294円 2,196円 8.66 8.227 6.328 〃 358,900円

昭和12年4月2日～昭和13年4月1日 〃 〃 〃 36年 0.707 157,200円 1.327 2,224円 2,129円 8.54 8.113 6.241 〃 343,600円

昭和13年4月2日～昭和14年4月1日 〃 〃 〃 37年 0.680 151,200円 1.286 2,155円 2,063円 8.41 7.990 6.146 〃 329,100円

昭和14年4月2日～昭和15年4月1日 〃 〃 〃 38年 0.653 145,200円 1.246 2,088円 1,999円 8.29 7.876 6.058 〃 315,300円

昭和15年4月2日～昭和16年4月1日 〃 〃 〃 39年 0.627 139,400円 1.208 2,025円 1,938円 8.18 7.771 5.978 288,000 302,300円

昭和16年4月2日～昭和17年4月1日 〃 〃 〃 40年 0.600 133,400円 1.170 1,961円 1,877円 8.06 7.657 5.890 60歳 61歳 320,900 289,900円

昭和17年4月2日～昭和18年4月1日 〃 〃 〃 〃 0.573 127,400円 1.134 1,901円 1,819円 7.94 7.543 5.802 〃 〃 353,700 270,600円

昭和18年4月2日～昭和19年4月1日 〃 〃 〃 〃 0.547 121,700円 1.099 1,842円 1,763円 7.83 7.439 5.722 〃 62歳 386,400 251,300円

昭和19年4月2日～昭和20年4月1日 〃 〃 〃 〃 0.520 115,600円 1.065 1,785円 1,708円 7.72 7.334 5.642 〃 〃 〃 231,900円

昭和20年4月2日～昭和21年4月1日 〃 〃 〃 〃 0.493 109,600円 1.032 1,730円 1,655円 7.61 7.230 5.562 〃 63歳 〃 212,600円

昭和21年4月2日～昭和22年4月1日 〃 〃 〃 〃 0.467 103,900円 1.000 1,676円 1,604円 7.50 7.125 5.481 〃 〃 60歳 61歳 〃 193,300円

昭和22年4月2日～昭和23年4月1日 〃 〃 16年 〃 0.440 97,900円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 64歳 〃 〃 174,000円

昭和23年4月2日～昭和24年4月1日 〃 〃 17年 〃 0.413 91,900円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 62歳 〃 154,700円

昭和24年4月2日～昭和25年4月1日 〃 〃 18年 〃 0.387 86,100円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 〃 〃 135,300円

昭和25年4月2日～昭和26年4月1日 〃 〃 19年 〃 0.360 80,100円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 63歳 〃 116,000円

昭和26年4月2日～昭和27年4月1日 〃 〃 － 〃 0.333 74,100円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 〃 〃 96,700円

昭和27年4月2日～昭和28年4月1日 〃 21年 － 〃 0.307 68,300円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 64歳 〃 77,400円

昭和28年4月2日～昭和29年4月1日 〃 22年 － 〃 0.280 62,300円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 61歳 － 〃 〃 58,100円

昭和29年4月2日～昭和30年4月1日 〃 23年 － 〃 0.253 56,300円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － － 〃 38,700円

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日 〃 24年 － 〃 0.227 50,500円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 62歳 － － 〃 19,400円

昭和31年4月2日～昭和32年4月1日 〃 － － 〃 0.200 44,500円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － － 〃 －

昭和32年4月2日～昭和33年4月1日 〃 － － 〃 0.173 38,500円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 63歳 － － 〃 －

昭和33年4月2日～昭和34年4月1日 〃 － － 〃 0.147 32,700円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 61歳 － 〃 －

昭和34年4月2日～昭和35年4月1日 〃 － － 〃 0.120 26,700円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 64歳 － 〃 － 〃 －

昭和35年4月2日～昭和36年4月1日 〃 － － 〃 0.093 20,700円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 62歳 － 〃 －

昭和36年4月2日～昭和37年4月1日 〃 － － 〃 0.067 14,900円 〃 〃 〃 〃 〃 〃 65歳 － 〃 － 〃 －

昭和37年4月2日～昭和38年4月1日 〃 － － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 63歳 － 〃 －

昭和38年4月2日～昭和39年4月1日 〃 － － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 〃 － 〃 －

昭和39年4月2日～昭和40年4月1日 〃 － － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 64歳 － 〃 －

昭和40年4月2日～昭和41年4月1日 〃 － － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 〃 － 〃 －

昭和41年4月2日～ 〃 － － 〃 － － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 － 65歳 － 〃 －

（注１）　老齢基礎年金の配偶者の「振替加算額」欄と遺族厚生年金の「経過的寡婦加算額」欄は配偶者の年齢でみます。

（注２）　老齢厚生年金の「配偶者の加給年金額」欄のうち、昭和９年４月２日以降は、配偶者特別加算額を加えた額となります。

（注３）　老齢厚生年金の「定額部分の参考単価」欄は１円未満を四捨五入します。
　　　　　旧単価　1,676円は平成16年改正後の経過措置による改正前の額、新単価1,604円は平成16年改正後の額1,628円に改定率（平成26年度は0.985）を乗じた額。
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旧制度の老齢年金または通算老齢年金が支給されます。
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